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一　

本
書
は
、
久
喜
市
の
歴
史
や
文
化
財
を
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
「
久
喜
市
の
歴
史

と
文
化
財
②　

鷲
宮
神
社
」
で
あ
る
。

一　

本
書
の
「
鷲
宮
神
社
の
歴
史
」
は
、
新
井
浩
文
氏
（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の

博
物
館
）
に
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

一　

本
書
の
編
集
及
び
附
編
で
あ
る
「
鷲
宮
神
社
の
文
化
財
」、「
鷲
宮
神
社
関
連
史

料
」
等
の
執
筆
は
、
池
尻
篤
（
文
化
財
保
護
課
）
が
行
っ
た
。

一　

本
書
で
は
、『
鷲
宮
町
史
』
は
『
町
史
』、『
新
編
埼
玉
県
史
』
は
『
県
史
』
と
略

し
た
。

一　

本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
次
の
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
（
敬
称
略
）。
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1

　
鷲
宮
神
社
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
井　

浩
文

　
　

は
じ
め
に

　

鷲
宮
神
社
（
わ
し
の
み
や
じ
ん
じ
ゃ
）
は
、
埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
一
丁
目
に
所
在
す

る
神
社
で
あ
る
。「
太
田
荘
の
総
鎮
守
」、
「
お
酉
様
の
本
社
」
な
ど
と
し
て
知
ら
れ

る
。
天
穂
日
命
（
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
そ
の
子
の
武
夷
鳥
命
（
タ
ケ
ヒ
ナ
ト
リ

ノ
ミ
コ
ト
）
お
よ
び
大
己
貴
命
（
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
祭
神
と
す
る
古
社
で
あ

る
。

　

鎌
倉
時
代
に
は
鎌
倉
幕
府
の
庇
護
を
受
け
、
そ
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
に
も

そ
の
名
が
登
場
す
る
ほ
か
、
江
戸
時
代
に
は
社
領
四
〇
〇
石
を
徳
川
家
康
か
ら
寄
進
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
神
社
で
行
わ
れ
る
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
は
、
国
指
定
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
の
里
神
楽
の
源
流
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
そ

の
伝
統
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

近
年
で
は
、
ア
ニ
メ
「
ら
き
☆
す
た
」
に
出
て
く
る
「
鷹
宮
神
社
」
の
モ
デ
ル
と
さ

れ
る
。
そ
こ
は
登
場
人
物
の
柊
姉
妹
の
父
が
宮
司
を
務
め
る
神
社
で
、
柊
家
は
こ
の
境

内
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
設
定
か
ら
、
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
埼
玉
県
久
喜
市
に
あ
る
鷲

宮
神
社
が
「
ら
き
☆
す
た
」
の
聖
地
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
鷲
宮
神
社
は
幾
多
の
歴
史
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
地
域
と
と

も
に
歩
ん
だ
鷲
宮
神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
紐
解
い
て
み
よ
う
。

　
　

一　

鷲
宮
神
社
の
立
地

　

関
東
平
野
の
中
心
に
位
置
す
る
鷲
宮
は
、
古
代
は
利
根
川
・
渡
良
瀬
川
・
荒
川
乱
流

路
の
合
流
点
で
、
沼
沢
地
が
広
が
り
竹
藪
や
雑
木
な
ど
が
生
い
茂
っ
て
い
た
が
、
当
所

（
鷲
宮
神
社
か
ら
粟
原
に
か
け
て
の
洪
積
台
地
）
だ
け
は
高
台
で
浮
島
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
た
。
鷲
宮
神
社
は
、
旧
利
根
川
の
右
岸
の
こ
の
「
浮
島
」
と
呼
ば
れ
る
微
高
地

（
埋
没
台
地
）
に
鎮
座
し
て
い
る
。
境
内
地
に
は
、
縄
文
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け

て
の
県
選
定
重
要
遺
跡
「
鷲
宮
神
社
境
内
遺
跡
（
堀
之
内
遺
跡
）」
が
広
が
っ
て
い

る
。

●

●

鷲宮神社

古河

鷲宮神社

▍【図１】鷲宮神社周辺の河川
　 明治前期「フランス式彩色地図」（点線は主要な河川・河川跡）



2

　
　

二　

鷲
宮
神
社
の
成
立

　

鷲
宮
神
社
の
現
在
の
祭
神
は
、
本
殿
が
天あ

め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
と
武

た
け
ひ
な
と
り
の
み
こ
と

夷
鳥
命
、
本
殿
と
並
ん
だ
位

置
に
あ
る
神か

ん
ざ
き崎
社
が
大お

お
な
む
ぢ
の
み
こ
と

己
貴
命
で
あ
る
。
大
己
貴
命
は
大
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
な
ど
と
も
呼
ば

れ
、
葦
原
中
国
（
日
本
の
異
称
）
を
建
国
・
経
営
し
て
い
た
が
、
天
津
神
に
国
を
譲

り
、
出
雲
大
社
の
祭
神
と
な
っ
た
。
天
穂
日
命
は
天あ

ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
の
子
で
、
大
己
貴
命
の
元

に
国
譲
り
を
迫
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
が
、
大
己
貴
命
の
側
に
つ
い
て
し
ま
う
。
武
夷

鳥
命
は
天
穂
日
命
の
子
で
あ
る
。
三
柱
と
も
出
雲
と
関
係
の
あ
る
神
々
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
鷲
宮
神
社
は
出
雲
系
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
大
宮
司
大
内
国
當
が
記
し
た
『
鷲
宮
起
源
』

（
丸
山
千
里
家
文
書
・
七
二
頁
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
祭
神
は
天
穂
日
命
で
、
相
殿
に
大

背
飯
三
熊
之
大
人
・
天
夷
鳥
命
、
別
殿
神
崎
社
に
天
穂
日
命
荒
魂
を
祀
る
と
伝
え
て
い

る
。

　

そ
の
た
め
、
社
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
伝
説
が
あ
り
、
土
師
部
の
人
々
が
創
建
し
た

神
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
は
「
土
師
宮
（
ハ
ジ
ノ
ミ
ヤ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
が
、
後
に
訛
っ
て
「
鷲
宮
（
ワ
シ
ノ
ミ
ヤ
）」
に
転
じ
た
と
伝
え
る
。

　

な
お
、
鷲
宮
神
社
の
本
殿
の
祭
神
は
寛
文
期
、
神
崎
社
の
祭
神
は
天
保
期
に
大
き
く

変
容
し
て
お
り
、
本
殿
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
吉
田
神
道
の
影
響
に
よ
る
記
紀
神
話
の

取
込
み
、
神
崎
社
に
つ
い
て
は
式
内
社
主
張
の
中
で
祭
神
が
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。（
池
尻
篤
「
鷲
宮
神
社
の
祭
神
―
近
世
に
お
け
る
祭
神
変
容
の
一
事

例
―
」『
駒
沢
史
学
』
七
六
号　

二
〇
一
一
年
）　

　
　

三　

「
鷲
宮
」
「
わ
し
の
み
や
」
の
由
来

　

鷲
宮
「
わ
し
の
み
や
」
と
い
う
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
説
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
定
説
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

一
つ
め
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（
六
六
頁
参
照
）
に
拠
る
と
こ
ろ
の
祭
神
の
天

穂
日
命
（
出
雲
臣
、
武
蔵
国
造
土
師
連
等
の
祖
）
を
祀
る
御
宮
を
土
師
宮
と
号
す
る
べ

き
と
こ
ろ
を
、
和
訓
転
じ
て
鷲
宮
と
な
り
、
鷲
明
神
と
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
、
ワ
シ
と
ハ
ジ
の
転
訛
説
で
あ
る
。
問
題
は
天
穂
日
命
を
祀
っ
た
在
地
集
団
で
あ
る

が
、
①
「
土
師
宮
」「
土は

じ
い
ち
り
ゅ
う
さ
い
ば
ら

師
一
流
催
馬
楽
神か

ぐ
ら楽
」
等
の
名
称
、
②
縄
文
時
代
か
ら
古
墳

時
代
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
神
社
境
内
の
堀
之
内
遺
跡
の
存
在
、
③
鷲
宮
神
社

と
同
じ
台
地
上
に
あ
り
平
安
時
代
の
大
規
模
な
土
師
器
製
作
の
集
落
跡
が
発
掘
さ
れ
た

水
深
遺
跡
（
加
須
市
水
深
）
の
存
在
、
以
上
か
ら
土
師
連
の
一
族
（
土
師
部
）
が
当
地

に
居
住
し
、
神
社
の
原
形
（
土
師
宮
）
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
ワ

シ
と
ハ
ジ
の
転
訛
が
成
立
す
る
か
と
い
う
疑
問
点
で
あ
る
。

　

二
つ
め
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
根
拠
に
、
大
国
主
＝
大
己
貴
命
が
天
羽
車
の
大

鷲
に
乗
り
国
土
を
経
営
し
た
時
、
こ
の
地
に
幸
御
魂
が
鎮
座
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鷲
の

宮
の
郷
が
起
こ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
（「
鷲
宮
迦
美
保
賀
比
」、
た
だ
し
、「
莿は

り
が
や萱

氏
系
図
」
で
は
大
国
主
神
で
は
な
く
天
穂
日
命
と
す
る
）。
大
鷲
と
い
う
天
羽
車
の
名

を
取
っ
て
鷲
宮
と
し
た
と
す
る
こ
の
説
は
、
大
国
主
神
の
幸
魂
を
祀
る
神
崎
社
を
式
内

社
の
前
玉
神
社
と
同
一
視
す
る
主
張
と
表
裏
一
体
で
、
む
し
ろ
式
内
社
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
中
で
派
生
し
た
説
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
鷲
宮
神
社
は
式
内
社
で
は

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
当
説
は
あ
た
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
は
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
『
神
道
集
』（
巻
第
六
・
三
十
三
）
の
「
三
嶋

大
明
神
」
に
見
え
る
記
事
に
、
伊
予
国
三
嶋
大
明
神
が
東
征
の
た
め
に
東
国
へ
渡
り
、

伊
豆
国
へ
移
っ
た
時
、
摂
社
で
あ
る
鷲
大
明
神
も
東
国
へ
飛
び
移
り
、
武
蔵
国
太
田
荘

に
鎮
座
し
た
と
す
る
も
の
で
、
鷲
宮
の
名
称
も
伊い

よ予
の
鷲
大
明
神
に
由
来
す
る
と
い
う

説
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
伊
豆
の
三
嶋
・
鷲
両
明
神
が
分
離
勧
請
さ
れ
た
も

の
で
、
両
社
は
同
じ
土
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
同
根
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
武
蔵

の
鷲
明
神
は
、
勧
請
さ
れ
た
時
点
で
成
立
し
た
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
在

地
神
（
農
業
神
）
に
鷲
明
神
が
習
合
し
て
成
立
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る

（『
町
史
』
通
史
上　

三
一
一
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
が

支
配
強
化
を
進
め
て
い
く
中
で
、
関
東
の
最
も
尊
重
す
べ
き
神
社
の
一
つ
と
し
て
鷲
宮
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神
社
を
鶴
岡
八
幡
宮
、
伊
豆
山
権
現
社
、
箱
根
権
現
、
三
嶋
大
社
な
ど
と
と
も
に
注
目

す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
伝
承
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
県
史
』
通
史
編
二　

一
〇
一
六
頁
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
だ
け
で
鷲
宮
神
社
の
創
建
・
由
来
を
解
釈
す
る

こ
と
は
難
し
い
。

　
　

四　

太
田
荘
の
成
立
と
総
鎮
守
鷲
宮
神
社

　

平
安
時
代
以
前
の
鷲
宮
神
社
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
太
田
荘
の
総
鎮
守
と
い
わ
れ
て
お
り
、
太
田
荘
の
開
発
者
で
あ
る
太
田
氏

に
関
す
る
神
社
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

太
田
荘
は
、『
倭

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

名
類
聚
抄
』
に
み
え
る
埼
玉
郡
太
田
郷
を
中
心
と
す
る
地
域
が
中

世
に
荘
園
化
し
た
も
の
で
、
遅
く
と
も
一
二
世
紀
後
半
に
は
鳥
羽
上
皇
第
三
皇
女
・
八

条
院
暲
子
の
女
院
領
と
し
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
史
料
上
で
確
認
で
き
る
太
田
荘

は
、『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
さ
れ
た
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
六
月
四
日
の
後
白
河
法
皇

の
院
宣
に
八
条
院
領
と
し
て
、
武
蔵
国
太
田
荘
と
し
て
み
え
る
の
が
最
初
で
あ
る
。

　

八
条
院
と
は
、
後
白
河
法
皇
の
父
鳥
羽
上
皇
の
第
三
皇
女
八
条
院
の
こ
と
で
、
応
保

元
年
（
一
一
六
一
）
に
院
号
宣
下
を
受
け
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
没
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
太
田
荘
も
八
条
院
の
宣
下
ま
で
の
間
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。 

　

鷲
宮
神
社
が
、
太
田
荘
の
総
鎮
守
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
末
社
の
分
布
状
況
か
ら

も
、
そ
の
信
仰
圏
が
太
田
荘
を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
太

田
荘
は
、
利
根
川
の
右
岸
に
位
置
し
、
対
岸
は
同
じ
く
八
条
院
領
の
下
総
国
下
河
辺
荘

で
あ
る
。
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
史
料
が
な
く
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
近

年
確
認
さ
れ
た
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）「
武
蔵
国
太
田
荘
鷲
宮
大
明
神
氏
子
名
面

帳
」（
丸
山
千
里
家
文
書
）【
写
真
１
】
に
よ
り
、
そ
の
範
囲
が
確
認
で
き
る
。「
同
書
」

は
鷲
宮
神
社
の
神
主
大
内
民
部
（
秀
勝
）
が
記
し
た
帳
簿
で
、
寛
文
段
階
に
お
け
る
鷲

宮
神
社
の
氏
子
所
属
村
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
太
田
荘
の
範
囲
を
示
す
貴
重
な
史
料
で

▍【写真１】武蔵国太田荘鷲宮大明神氏子名面帳
　（丸山千里家文書・個人蔵）
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庄名 村名 現行地名
（鷲宮領鷲宮村） 久喜市鷲宮
鷲宮領粟原村 久喜市鷲宮
鷲宮領下新井村 久喜市鷲宮
鷲宮領中嶋村 久喜市鷲宮

大田之庄 河口村 加須市川口
大田之庄 屋南村 加須市南篠崎
大田之庄 鳩山村 加須市南大桑
大田之庄 南篠崎村 加須市南篠崎
大田之庄 北篠崎村 加須市北篠崎
大田之庄 南大桑村 加須市南大桑
太田之庄 南大桑村 加須市南大桑
太田庄 北大桑新井新田村 加須市新井新田

新井新田村 加須市新井新田
大田之庄 南下篠崎村 加須市南篠崎カ
大田之庄 花崎村 加須市花崎
大田庄 久下村 加須市久下
大田之庄 神増村 加須市加須
大田之庄 下高柳村 加須市下高柳
大田之庄 間口村 加須市間口
大田之庄 水深村 加須市水深
大田之庄 中妻村 久喜市中妻
大田之庄 九品寺村 久喜市久本寺
大田之庄 三俣村 加須市上三俣・下三俣
大田之庄 久喜本村 久喜市本町
大田之庄 久喜新町 久喜市久喜中央
大田之庄 小久喜村 久喜市古久喜
大田之庄 上内村 久喜市上内
大田之庄 野口村 久喜市野久喜カ
大田之庄 吉羽村 久喜市吉羽
大田之庄 和戸村 宮代町和戸
大田之庄 国納村 宮代町国納
大田之庄 らゐは村 加須市礼羽
大田之庄 葛梅村 久喜市葛梅
大田之庄 多門寺村 加須市多門寺
大田之庄 嶋中新井村 久喜市新井
大田之庄 内牧村 春日部市内牧
大田之庄 小浜村 加須市北小浜
大田之庄 下早見村 久喜市下早見
大田之庄 樋遣川村 加須市上樋遣川・下樋遣川
大田之庄 栗原村 久喜市栗原
大田之庄 ぢをん村 さいたま市岩槻区慈恩寺
大田之庄 杦子木村 加須市杓子木
大田之庄 西大輪村 久喜市西大輪
大田之庄 青毛村 久喜市青毛

庄名 村名 現行地名
大田之庄 志多見村 加須市志多見
大田之庄 須か村 宮代町須賀
大田之庄 だうち村 加須市道地
大田之庄 前小溝村 さいたま市岩槻区小溝
大田之庄 舟越村 加須市船越
大田之庄 生出村 加須市生出
大田之庄 上新井村 不詳
大田之庄 上戸崎村 加須市戸崎
大田之庄 上野村 さいたま市岩槻区上野
大田之庄 馬内村 加須市馬内
大田之庄 青柳村 久喜市北青柳
大田之庄 名倉村 加須市戸崎
大田之庄 岡泉村 白岡市岡泉
大田之庄 羽生領内北明願寺村 加須市平永
大田之庄 百間寺村 宮代町東
大田之庄 百間寺之内中村 宮代町中
大田之庄 古場村 さいたま市岩槻区古ケ場
大田之庄 野田村 白岡市野田
大田之庄 下村 加須市戸崎
大田之庄 幸手内茨嶋村 杉戸町茨嶋
大田之庄 上崎村 加須市上崎
大田之庄 上早見村 久喜市上早見
大田之庄 後慈恩寺村 さいたま市岩槻区裏慈恩寺
大田之庄 梅田村 春日部市梅田
大田之庄 上崎村 加須市上崎
大田之庄 くし作村 加須市串作
大田之庄 爪田谷村 白岡市爪田ケ谷
大田之庄 羽生領阿良河村 加須市阿良川
大田之庄 多門寺村 加須市多門寺
大田之庄 羽生領下岩せ村 羽生市下岩瀬
大田之庄 蓮谷村 宮代町本田
大田之庄 百間領道仏村 宮代町道仏
大田之庄 百間領久米原村 宮代町東粂原
大田之庄 百間領西原村 宮代町西粂原
大田之庄 岩付領後小溝村 さいたま市岩槻区小溝
大田之庄 岩付領徳力村 さいたま市岩槻区徳力
大田之庄 岩付領梅田村 春日部市梅田
大田之庄 岩付領鹿遠村 さいたま市岩槻区鹿室
大田之庄 岩付領袋村 春日部市新方袋
大田之庄 岩付領すへだ村 さいたま市岩槻区末田
大田之庄 岩付領高岩村 白岡市高岩
大田之庄 高岩村 白岡市高岩
大田之庄 高岩村 白岡市高岩

※村名は記載順とし、重複はそのママとした
※庄名（荘名）、村名は原文の表記の通りとした。

表 1・図 2 は、『第三回特別展　鷲宮神社展　新出史料を中心として』所収の表・図を転載。ただし、現行地名の比定は一部修正した。

▍【表１】寛文5年における鷲宮神社氏子の所属村
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▍【図２】寛文5年における鷲宮神社氏子の分布
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▍【図３】太田荘・埼西郡・大河戸御厨・下河辺荘の領域
　（『町史』上巻264頁所収の図を改変して転載）
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● ●

●●●
● ● ● ●

●

●● ●
●
●●
●

●
●

●●
●
●●

●

■ ■
■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

箱田 平戸 戸崎

騎西

笠原

沼尻

黒浜

金重

岩付

末田
野田

八条

古河 牛谷
小堤 上大野
閏戸

水海

砂井
大山 前林

伊坂

高柳島川

川妻

狐塚
栗橋

大
福
田
幸館 網

代木立
上高野平須賀

粕壁

一ノ割
長宮

東宝珠花
木間ヶ瀬

東金野井中里

五木 船形
岩名 目吹

野田

内川
赤岩

吉川

三ッ堀
佐ヶ尾
下
三
ヶ
尾

芝崎上彦名

花和田

大野
（
野
方
）

（
河
辺
）

（
新
方
）

※（大川戸の地名あり）

〔注〕
　１．　　　内の地名は中世太田荘。
　２．無印の地名は中世下河辺荘。ただし、古河公方
　　　御料所荘内河辺・野方を含む。
　３． ●印は近世太田荘。ただし、その内鷲宮社を鎮
　　　守とする村は▲印。
　４． ●印は近世下河辺荘。ただし、近世の田宮荘・新
　　　方荘（領）を含む。
　５． ■印は中世埼西郡（私市・騎西・崎西郡、荘と
　　　もいう。地名に下線あり）。
　６．×印は河関。
　７．野方・河辺・新方は、下河辺荘の三つの地域区
　　　分である。

下村君

本川俣
上村君

上川俣

上岩瀬
中岩瀬
下岩瀬

志多見
北篠崎

北大桑
南篠崎

西粂原
上野田 東粂原
下野田

慈恩寺

外田ヶ谷
内田ヶ谷

裏慈恩寺

常木

久下
花崎

大室 水深

平永

久喜 吉羽
和戸

高岩 須賀
百間

成田 細間
小
松

川
口
鷲
宮

南
大
桑

堤

×

×
× ×
×

× ×

行
徳
関

長
島
関

上彦名関上彦名関

下
河
辺
荘

太
田
荘

埼西郡

大
河
戸
御
厨

古
利
根
川

元
荒

川

川

川

川

川

思

利

根

綾
瀬

中

大
河
戸
御
厨
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あ
る
。
現
在
の
利
根
川
・
古
利
根
川
・
古
隅
田
川
、
旧
日
川
を
境
と
し
た
地
域
で
あ
り

【
表
１
・
図
２
】、
北
は
現
在
の
加
須
市
・
羽
生
市
か
ら
南
は
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
・
春

日
部
市
に
至
り
、
西
は
久
喜
市
か
ら
東
は
宮
代
町
・
白
岡
市
に
至
る
、
南
北
に
細
長
く

広
大
な
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
氏
子
が
い
る
村
数
も
八
〇
村
を
超
え
て
い
た
。

　

太
田
荘
は
早
く
に
荘
園
と
し
て
の
実
態
が
失
せ
、
以
後
、
鎌
倉
幕
府
の
関
東
御
分
国

の
一
地
域
、
執
権
北
条
氏
の
得
宗
領
、
小
山
氏
の
所
領
、
鎌
倉
府
の
御
料
所
、
古
河
公

方
の
御
料
所
、
岩
付
太
田
氏
の
祈
願
所
、
小
田
原
北
条
氏
の
領
国
と
、
そ
の
支
配
が
変

遷
し
た
。
鷲
宮
神
社
が
開
発
領
主
の
太
田
氏
の
滅
亡
と
運
命
を
共
に
し
な
か
っ
た
の

は
、
同
社
が
太
田
氏
の
氏
神
的
な
存
在
を
超
え
て
、
既
に
地
縁
的
な
鎮
守
神
と
し
て
太

田
荘
一
帯
で
崇
敬
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
立
地
は
、
関
東

中
央
部
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
一
帯
が
旧
利
根
川
水
系
の
結
節
点
に
位
置
す
る
利
根

川
の
沃
地
で
、
鎌
倉
街
道
中
道
が
奥
州
へ
抜
け
る
と
い
う
水
陸
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た

こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
【
図
３
】。

　

な
お
、
元
亀
四
年
（
天

正
元
年
・
一
五
七
三
）
の

吉
清
起
請
文
の
神
罰
文
に

「
当
庄
天
鎮
守
鷲
大
明

神
」（
佐
野
市
郷
土
博
物

館
収
蔵
「
嶋
田
家
文
書
」）

【
写
真
２
】
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
太
田
荘
の
鎮
守
と

し
て
の
認
識
は
戦
国
時
代

に
も
続
い
て
い
た
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
。

　
　

五　

中
世
の
鷲
宮
神
社

　
　
　
（
一
）
鎌
倉
幕
府
の
庇
護

　

鎌
倉
時
代
、
鷲
宮
神
社
は
鎌
倉
幕
府
か
ら
厚
い
庇
護
を
受
け
て
い
た
。
幕
府
に
と
っ

て
鷲
宮
神
社
の
威
光
は
絶
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻

鏡
』
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
十
一
月
十
八
日
に
は
、
武
蔵
国
庁
よ
り
飛
脚
が
鎌
倉
へ
走

り
、
鷲
宮
神
社
で
血
が
流
れ
て
い
る
と
の
凶
事
に
関
す
る
報
告
が
幕
府
に
あ
り
、
卜
筮

（
占
い
）
の
結
果
、
戦
乱
が
起
こ
る
前
触
れ
と
で
た
の
で
、
幕
府
は
翌
日
、
榛
谷
重
朝

を
使
者
に
立
て
て
、
鹿
毛
の
神
馬
の
奉
納
、
社
殿
の
荘
厳
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
二
月
十
日
に
は
、
鷲
宮
の
宝
殿
が
鳴
動
し
た
と
い
う
報

告
が
鎌
倉
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
四
月
十
三
日
に
は
、
三
嶋
社

と
鷲
宮
社
の
神
事
が
重
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
が
み
ら

れ
る
。
な
お
、
宗
尊
親
王
の
将
軍
就
任
に
際
し
て
は
、
京
都
の
一
八
社
の
ほ
か
、
幕
府

と
関
係
の
深
い
鶴
岡
八
幡
宮
や
三
嶋
大
社
な
ど
と
と
も
に
、
鷲
宮
神
社
に
も
神
馬
が
奉

納
さ
れ
て
お
り
、
鷲
宮
神
社
が
幕
府
に
と
っ
て
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
【
表
２
】。

　

こ
の
よ
う
に
、
太
田
荘
総
鎮
守
で
あ
る
鷲
宮
神
社
は
関
東
の
大
社
と
し
て
幕
府
か
ら

重
要
視
さ
れ
、
崇
敬
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
鷲
宮
神
社
に
伝
わ
る
文
禄
四
年
（
一
五
九

五
）
の
棟
札
（
県
指
定
文
化
財
）
に
は
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
九
月
十
三
日
に
鎌

倉
幕
府
執
権
の
北
条
貞
時
に
よ
っ
て
社
殿
の
再
興
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

【
写
真
３
】。
ま
た
、
境
内
か
ら
は
こ
の
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
剣
頭
文
軒
平
瓦
」

の
破
片
【
写
真
４
】
も
採
集
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鷲
宮
神
社
文
書
に
は
、
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
の
源
頼
朝
寄
進
状
の
写
し
が
存
在
し
、
笠
原
を
鷲
宮
神
社
の
御
厨
と
し

て
寄
進
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
検
討
を
要
す
る
。

▍【写真２】吉清起請文
  （嶋田家文書・個人蔵・佐野市郷土博物館寄託）



8

年 西　暦 日　月 内　容　（現代語訳）

建久 4 年 1193

11 月 18 日
武蔵国の飛脚が（鎌倉に）参って申した。「昨夕、当国の太田庄の鷲宮の御宝前で流
血がありました。凶の怪異です」。そこで卜筮を行ったところ、兵乱の兆しという。

11 月 19 日
鹿毛の神馬を鷲宮に奉った。また、社壇を厳かにするように命じられた。榛谷四郎
重朝が御使となったという。

建仁 3 年 1203 10 月 14 日
鶴岡ならびに二所・三島・日光・宇都宮・鷲宮・野木宮以下の諸社に神馬が奉納された。
これは世の中が平穏となったお礼であるという。

承元 3 年 1209 2 月 10 日 武蔵国太田荘の鷲宮の宝殿が鳴動した、と（鎌倉に）急ぎ知らせてきた。

建長 3 年 1251

4 月 13 日

相州（北条時頼）が、鷲大明神に奉幣するため、御使者を武蔵国に遣わそうとした
ところ、三島社の神事であった。「他社への御奉幣はたいそう憚りがあります。」と、
三島社の神主が申した。そこで（祈願の）事情を若宮別当法印（隆弁）に託され、（隆
弁は）今日、出発したという。

4 月 22 日
若宮別当法印（隆弁）が武蔵国鷲宮から（鎌倉に）帰参した。御祈願成就の奇瑞は
一つならずあった。去る十九日に社頭で御神楽を行った際、ある素晴らしい詫宣が
あり、たいそう厳かなもので、特にその奇特があるという。

建長 4 年 1252 4 月 14 日

（前略）（伊勢）大神宮・（石清水）八幡宮以下の大社に神馬を奉納されると定められ
たという。これは御下向が無事であった上に、将軍の代始としてである。評定が終
わって重時・時頼が事書を持参され、（宗尊の）ご覧に入れた後に施行された。御幣・
神馬を奉献されるべき所々は、京都の十八社、関東の鶴岡（八幡）宮・伊豆・箱根・
三島および武蔵国の鷲宮以下と、諸国の惣社という。（後略）

▍【表２】『吾妻鏡』にみえる鷲宮神社関連記事一覧（現代語訳）
　（五味文彦・本郷和人編『現代語訳　吾妻鏡』より該当部分を転載）
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▍【写真３】社殿文禄四年再興棟札
　（表３№１・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真４】境内で採集された「剣頭文軒平瓦」破片
　（久喜市立郷土資料館蔵）
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（
二
）
南
北
朝
期
の
小
山
氏
と
鷲
宮
神
社

　
　
　
　
　
　
　
①
小
山
義
政
の
乱
と
鷲
宮
神
社

　

南
北
朝
時
代
、
鷲
宮
神
社
は
下
野
の
小
山
氏
か
ら
崇
敬
を
受
け
た
。
小
山
氏
は
、
太

田
荘
を
開
発
し
た
太
田
氏
の
末
裔
で
、
現
在
の
栃
木
県
小
山
市
を
拠
点
と
し
て
、
鎌
倉

時
代
に
は
下
野
国
守
護
を
歴
任
し
た
。
太
田
荘
は
、
小
山
氏
に
と
っ
て
先
祖
ゆ
か
り
の

地
に
あ
た
る
。
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）、
小
山
常
犬
丸
（
後
の
朝
氏
）
が
新
田
義
貞

を
破
り
、
そ
の
戦
功
と
し
て
足
利
尊
氏
か
ら
太
田
荘
を
恩
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た

（『
梅
松
論
』）。

　

朝
氏
の
子
で
あ
る
氏
政
も
ま
た
、
尊
氏
と
直
義
兄
弟
の
争
い
と
な
っ
た
観
応
の
擾
乱

に
お
い
て
尊
氏
方
と
し
て
戦
い
活
躍
し
た
。
そ
の
子
義
政
は
、
鎌
倉
公
方
足
利
基
氏
に

反
抗
し
、
そ
の
所
領
を
没
収
さ
れ
た
宇
都
宮
氏
に
対
し
て
領
域
紛
争
を
起
こ
し
た
こ
と

か
ら
、
次
の
鎌
倉
公
方
氏
満
か
ら
追
討
さ
れ
た
。
小
山
義
政
の
乱
で
あ
る
。
氏
満
は
、

関
東
各
地
か
ら
大
軍
を
集
め
て
義
政
の
拠
点
で
あ
る
祇
園
城
や
鷲
城
を
康
暦
二
年

（
一
三
八
〇
）
六
月
か
ら
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
三
月
ま
で
の
間
に
三
期
に
わ
た
っ

て
攻
撃
し
た
。
義
政
は
大
軍
徹
底
抗
戦
の
末
に
自
害
し
、
小
山
氏
は
滅
亡
、
そ
の
所
領

は
没
収
さ
れ
た
。

　

そ
の
小
山
義
政
は
、
鷲
宮
神
社
に
対
し
て
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
に
社
殿
造
営
を

行
っ
た
。文
禄
四
年（
一
五
九
五
）の
棟
札
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る【
写
真
３
】。

　
　
　

  

当
社
七
度
大
破
時

　
　
　

  

中
興
開
山　

大
工
左
衛
門
大
夫
行
宗

　
　
　

  

小
山
義
政
云
々

　
　
　
　

  

応
安
五
年
壬/

子
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
命
婦

　
　
　

  

再
興　

下
野
守
藤
原
朝
臣
義
政　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

藤
原
氏
女

　
　
　
　

  

十
八
日
酉
時
上
棟

　
　
　
　
　

  

檜
皮
葺

　
　
　

  

小
工
四
郎
兵
衛
国
守

　

こ
れ
は
、【
写
真
３
】
の
よ
う
に
上
段
の
正
応
五
年
の
執
権
北
条
貞
時
の
再
興
に
関

す
る
記
述
と
、
下
段
の
文
禄
四
年
の
再
建
時
に
作
成
さ
れ
た
こ
の
棟
札
の
記
述
の
間
に

記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
応
安
五
年
ま
で
の
間
に
七
度
鷲
宮
神
社
が
大
破
し
た
こ
と

が
わ
か
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
再
建
を
小
山
義
政
が
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

ま
た
義
政
は
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
に
太
刀
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
を
奉
納

し
て
い
る
。
そ
の
刀
身
に
は
「
武
州
太
田
庄
鷲
山
大
明
神
」「
永
和
二
年
卯
月
十
九
日

　

義
政
」、
と
あ
り
茎な

か
ごに
は
「
備
中
国
住
人
吉
次
」
の
銘
が
あ
る
【
写
真
５
】。

　

な
お
、
栃
木
県
小
山
市
外
城
に
は
先
の
小
山
義
政
の
乱
の
戦
場
と
な
っ
た
「
鷲
城
」

が
あ
る
。
そ
の
名
は
城
内
に
鷲
宮
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い

う
【
写
真
６
】。
小
山
氏
に
と
っ
て
太
田
荘
は
先
祖
の
地
で
あ
り
、
そ
の
鎮
守
で
あ
る

鷲
宮
神
社
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
義
政
は
鎌
倉
府
と
の
争
い

で
敗
れ
た
た
め
、
太
田
荘
は
鎌
倉
府
の
御
料
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
②
神
主
大
内
氏
と
鷲
宮
神
社

　

「
大
内
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
大
内
氏
は
藤
原
秀
郷
の
子
孫
で
、
延
久
五
年
（
一
〇
七

三
）
十
月
、
頼
定
が
下
野
国
大
内
荘
の
領
主
と
な
り
、
大
内
左
馬
頭
と
号
し
た
の
が
は

じ
ま
り
と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
大
内
氏
は
下
総
結
城
氏
の
庶
流
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
り
、
南
北
朝
期
に
交
流
の
あ
っ
た
足
利
氏
・
小
山
氏
を
介
し
て
鷲
宮
神
社
神
主

と
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
小
山
氏
の
滅
亡
後
、
こ
の
地
域
に
進
出
し
て
き
た
結
城
氏
の

支
援
を
受
け
て
鷲
宮
神
社
に
入
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（『
町
史
』
通
史
上
巻
四
一
七
頁
）。

大
内
氏
と
鷲
宮
神
社
の
関
係
は
、
系
図
以
外
の
他
の
資
料
か
ら
一
致
す
る
の
は
戦
国
時

代
か
ら
で
あ
り
、
室
町
以
前
に
遡
及
す
る
と
い
う
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
指
摘
に
つ
い
て
、
後
世
の
資
料
で
あ
る
が
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
六
月
の

棟
札
【
写
真
７
】
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　

神
主
家
二
條
大
納
言
安
世
卿
孫
相
続
ス
ト
見
エ
リ
、
依
其
氏
藤
原
也
、
六

　
　
　
　

代
以
前
ヨ
リ
大
内
家
ニ
テ
継
、
依
源
ヲ
名
乗
者
也
、
予
於
子
孫
者
何
ニ
テ

　
　
　
　

モ
可
名
乗
也
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▍【写真６】鷲城跡の鷲宮神社
　　　　　 （栃木県小山市）

▍【写真５】太刀
　（鷲宮神社蔵・東京国立博物館寄託）

▍【写真７】幣殿・拝殿・前殿明暦三年再興棟札
　（表３№３・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

（表）（裏）裏面最下段
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鷲
宮
神
社
神
主
家
は
二
條
大
納
言
安
世
卿
（
桓
武
天
皇
皇
子
）
の

孫
が
相
続
し
て
き
た
が
、（
現
在
の
神
主
大
内
秀
勝
の
）
六
代
以
前
よ
り
子
孫
に
お
い

て
は
藤
原
と
も
源
と
も
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
大
内
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
秀
勝
の
六
代
以
前
は
親
持
で
あ
り
、
系
図
か
ら
泰
勝
が

脱
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
六
代
以
前
は
親
保
と
な
り
、
大
内
氏
は
残
存

史
料
と
同
じ
戦
国
時
代
か
ら
鷲
宮
神
主
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

　

戦
国
時
代
の
鷲
宮
神
社
の
神
主
は
、
大
和
守
（
民
部
少
輔
）［
永
正
～
天
文
］、
大
和

守
（
民
部
太
輔
）［
天
文
～
天
正
］、甲
斐
守（
新
次
郎
、弾
正
少
弼
）［
天
正
六
年
以
降
］

の
三
名
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
順
に
泰
繁
、
晴
泰
、
泰
秀
に
比
定
さ
れ
る【
図
４
】。

　

と
こ
ろ
で
、「
莿は

り
が
や萱
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
鷲
宮
神
主
は
細ほ

そ
が
や萱
（
細
谷
）
氏
で
あ
っ

た
が
、
泰
秀
の
時
に
細
谷
氏
か
ら
大
内
氏
に
姓
を
改
め
た
と
い
う
（『
町
史
』
史
料
一

近
世
二
七
頁
）。
同
系
図
に
は
、
鷲
宮
神
主
と
し
て
、
細
萱
葵
之
助
藤
原
光
朝
‐
細
谷

▍【図４】大内氏略系図
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刑
部
少
輔
‐
細
萱
民
部
昭
介
光
仲
‐
細
萱
半
左
衛
門
泰
秀
が
確
認
さ
れ
る
。
泰
秀
が

「
大
内
氏
系
図
」
の
泰
秀
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
光
仲
＝
晴
泰
と
み
る
む
き
も
あ
る

が
、
両
者
を
同
一
人
物
と
す
る
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大

内
氏
が
鷲
宮
神
主
と
な
る
の
は
戦
国
時
代
以
降
と
い
う
点
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。　

　
　
　
（
三
）
関
東
公
方
と
鷲
宮
神
社
　
―
享
徳
の
乱
と
鷲
宮
神
社
―

　

足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
室
町
幕
府
が
開
か
れ
る
と
、
東
国
支
配
の
た
め
鎌
倉
府
が
お
か

れ
た
。
鎌
倉
府
の
頂
点
で
あ
る
鎌
倉
公
方
（
関
東
公
方
）
に
は
、
二
代
将
軍
足
利
義
詮

の
弟
で
あ
る
足
利
基
氏
が
就
き
、
以
後
そ
の
系
統
が
代
々
の
公
方
職
に
就
い
た【
図
５
】。

　

四
代
公
方
持
氏
の
頃
に
な
る
と
、
基
氏
は
京
都
の
室
町
幕
府
と
対
立
す
る
よ
う
に
な

り
、
基
氏
は
幕
府
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
鎌
倉
公
方
は
一
時
中
断
す
る
（
永
享
の
乱

一
四
三
九
年
）。
こ
の
頃
の
鷲
宮
神
社
の
資
料
と
し
て
、
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
九

月
四
日
に
御
正
体
が
河
（
川
）
口
郷
藤
内
五
郎
に
よ
っ
て
鷲
宮
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い

る
の
が
確
認
さ
れ
る
【
写
真
８
】。　

　

や
が
て
、
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
に
な
る
と
成
氏
が
五
代
鎌
倉
公
方
に
就
任
し
、

鎌
倉
公
方
は
復
活
す
る
が
、
再
び
室
町
幕
府
や
関
東
管
領
上
杉
氏
と
抗
争
し
、
つ
い
に

鎌
倉
か
ら
出
奔
し
て
古
河
に
逃
れ
、
こ
こ
で
関
東
の
支
配
を
展
開
し
た
た
め
「
古こ

が

く
河
公

方ぼ
う

」
と
呼
ば
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
関
東
の
戦
国
時
代
の
始
ま
り
と
な
る
「
享き

ょ
う
と
く徳の
乱ら

ん

」
の

＊ゴチックは本書に登場する主要な人物。Ⅱは養子関係,＝は夫婦関係を示す。

貞
氏

尊
氏

直
義

義
詮

義
満

満
詮

基
氏

氏
満

満
兼

満
直

満
隆

満
貞

持
氏

義
久

春
王
丸

安
王
丸

成
潤

定
尊

尊
敒

政
知

義
教

義
政

成
氏

義
昭

義
嗣
義
持

義
量

義
勝

義
視

守
実

義
稙

義
尚顕

実
政
氏

茶
々
丸

義
澄

潤
童
子高

基
義
明

基
頼

義
晴

義
維

義
栄

義
昭

義
輝

晴
氏

晴
直

頼
純

義
氏

藤
氏

藤
政

輝
氏

家
国嶋

子
国
朝

氏
姫

頼
氏

義
親

梅
千
代
王
丸

氏
姫

女
子

足
利
氏
系
図

（
室
町
将
軍
家
）

（
鎌
倉
公
方
家
）

（
堀
越
公
方
）

（
古
河
公
方
家
）

（
篠
川
御
所
）

（
稲
村
御
所
）

（
上
杉
顕
定

に
養
子
）

（
小
弓
公
方
家
）

（
喜
連
川
家
）

万
寿
王
丸

１

２

３

４

５

６

７８

９１０

１１

１２

１３１４ １５

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑦

１
〜
15

将
軍
家
の
代
数(

兄
の
国)

鎌
倉･

古
河
公
方
家
の
代
数（
弟
の
国)

(

①
〜
⑨

▍【図５】足利氏系図
　（峰岸純夫『享徳の乱　中世東国の「三十年戦争」』所収の図を
　転載）

▍【写真８】文安二年の御正体
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土
　資料館寄託）
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始
ま
り
で
あ
る
。

　

鷲
宮
神
社
は
古
河
公
方
の
勢
力
下
に
あ
り
、
享
徳
五
年
（
康
正
二
年
・
一
四
五
六
）

に
は
、
関
東
管
領
へ
の
必
勝
祈
願
と
な
る
願
文
を
神
前
に
捧
げ
て
い
る
【
写
真
９
】。

そ
の
後
も
、
政
氏
、
高
基
、
晴
氏
、
義
氏
と
歴
代
の
古
河
公
方
か
ら
祈
祷
を
依
頼
さ
れ

た
。
特
に
、
四
代
晴
氏
の
代
に
な
る
と
、
そ
の
書
札
礼
が
北
関
東
の
戦
国
大
名
ク
ラ
ス

と
同
等
ま
で
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
鷲
宮
神
社
に
対
し
て
は
、
利
根
川
の
鷲
宮

関
と
町
役
の
権
利
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
神
社
の
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
【
写

真
10
】。
当
時
、
鷲
宮
神
社
が
利
根
川
に
面
し
、
通
行
す
る
船
か
ら
関
銭
を
徴
収
し
て

い
た
こ
と
や
、
神
社
を
中
心
と
し
た
門
前
町
が
形
成
さ
れ
て
町
役
を
担
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
鷲
宮
の
対
岸
に
あ
た
る
西
大
輪
の
曹
洞
宗
迦
葉
院
は
霞
ヶ
関
と

い
う
関
所
跡
と
伝
え
ら
れ
、
中
世
に
は
河
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
【
写
真
11
】。

ま
た
晴
氏
は
、
鷲
宮
神
社
に
天
下
安
全
・
武
運
長
久
の
祈
願
の
た
め
、
武
州
太
田
荘
篠

崎
郷
（
加
須
市
北
・
南
篠
崎
）
を
寄
進
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）、
晴
氏
と
北
条
氏
康
の
娘
芳
春
院
と
の
間

に
生
ま
れ
た
梅
千
代
王
丸
（
後
の
義
氏
）
が
五
代
古
河
公
方
に
就
任
す
る
と
、
義
氏
は

元
服
前
で
あ
っ
た
が
、
鷲
宮
神
主
大
内
晴
泰
に
対
し
て
、
朱
印
状
を
発
給
し
、
そ
の
領

地
の
安
堵
を
行
う
【
写
真
12
】。
時
に
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
義
氏
へ
の
家
督
相
続
は
、
義
氏
の
母
芳
春
院
が
北
条
氏
康
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
北
条
氏
の
政
略
が
強
く
出
た
結
果
に
よ
り
実
施
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
不
満
と
し
て
晴
氏
と
長
子
で
あ
る
藤
氏
（
母
は
関
宿
城
主
簗
田
氏
の
娘
で

義
氏
と
は
異
母
兄
弟
）
は
古
河
で
挙
兵
し
、
北
条
氏
に
対
抗
す
る
。
し
か
し
、
栗
橋
城

主
野
田
氏
の
通
牒
も
あ
り
、
北
条
氏
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
。
以
後
、
北
条
氏
に
よ
り

古
河
公
方
の
統
帥
権
は
看
破
さ
れ
、
配
下
と
な
る
社
寺
で
あ
る
鷲
宮
神
社
に
対
す
る
支

配
も
強
化
さ
れ
た
。

　
　
　
（
四
）
岩
付
太
田
氏
と
鷲
宮
神
社

　

そ
の
ほ
か
、
鷲
宮
神
社
と
関
係
が
あ
っ
た
の
は
岩
付
城
の
太
田
氏
で
あ
る
。
岩
付
太

田
氏
は
扇
谷
上
杉
氏
の
重
臣
で
あ
っ
た
太
田
道
真
・
道
灌
父
子
の
一
族
で
、
道
灌
の
子

資
家
の
代
か
ら
そ
の
子
資
頼
さ
ら
に
そ
の
長
子
全
鑑
（
資
時
）
と
岩
付
城
主
が
続
い

た
。
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
の
古
河
公
方
と
山
内
・
扇
谷
両
上
杉
氏
に
よ
る
河
越

城
奪
還
戦
と
な
っ
た
河
越
合
戦
の
際
に
は
、
兄
全
鑑
が
北
条
方
だ
っ
た
の
に
対
し
て
弟

資
正
は
上
杉
方
と
し
て
戦
っ
た
が
敗
れ
た
。
そ
の
後
、
兄
全
鑑
に
代
わ
っ
て
岩
付
城
主

と
な
っ
た
資
正
は
、
一
時
北
条
氏
に
属
し
他
国
衆
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

そ
の
二
男
で
あ
る
梶
原
政
景
は
公
方
足
利
義
氏
の
奉
公
衆
と
し
て
義
氏
に
近
侍
し
て
い

た
【
図
６
】。

　

【
写
真
13
】
の
七
月
十
一
日
付
け
太
田
資
正
書
状
写
（「
豊
前
氏
古
文
書
抄
」）
は
、

資
正
が
鷲
宮
神
主
大
内
氏
に
宛
て
た
も
の
で
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
の
も
の
に
比

定
さ
れ
る
。
内
容
は
、
資
正
が
出
陣
に
あ
た
っ
て
鷲
宮
神
社
の
大
内
晴
泰
に
武
運
長
久

の
札
到
着
の
御
礼
と
、
晴
泰
の
古
河
勤
番
に
つ
い
て
、
当
時
葛
西
城
（
東
京
都
葛
飾

区
）
に
い
た
義
氏
に
報
告
し
、
謝
辞
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

本
文
書
は
本
来
、
鷲
宮
神
社
文
書
と
し
て
神
社
に
あ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
豊
前
氏
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
後
に
鷲
宮
に
寄

寓
し
て
い
た
豊
前
氏
の
手
に
誤
っ
て
渡
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
資
正
は
こ
の
後
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
、
関
東
管
領
上
杉
憲
政
の
意

を
受
け
た
越
後
の
長
尾
景
虎
（
後
の
上
杉
謙
信
）
が
小
田
原
北
条
氏
討
伐
の
た
め
に
関

東
へ
襲
来
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
に
呼
応
し
て
反
北
条
氏
の
先
鋒
と
し
て
小
田
原
城

に
攻
め
寄
せ
て
い
る
。

　

資
正
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
反
北
条
氏
の
立
場
を
貫
き
、
景
虎
が
越
山
す
る
た
び

に
関
東
の
反
北
条
勢
力
を
ま
と
め
て
、
北
条
氏
と
各
地
で
戦
っ
た
が
、
永
禄
七
年
（
一

五
六
四
）
七
月
、
里
見
氏
と
北
条
氏
の
第
二
次
国
府
台
合
戦
に
里
見
側
で
参
陣
し
敗
戦

し
た
。
そ
の
後
、
長
子
氏
資
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
入
城
を
拒
否
さ
れ
岩
付
城
よ
り
追

放
さ
れ
て
し
ま
う
。
資
正
が
北
条
氏
に
属
し
て
い
た
時
期
に
、
そ
の
盟
約
の
証
と
し
て

氏
康
の
娘
長
林
院
が
氏
資
に
嫁
い
で
い
た
こ
と
か
ら
、
既
に
城
内
に
は
北
条
配
下
の
家

臣
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
内
紛
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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粟原城跡

鷲宮神社

霊樹寺

迦葉院
（霞ヶ関の伝承）

西
大
輪
砂
丘

西
大
輪
砂
丘

迦葉院
（霞ヶ関の伝承）

霊樹寺

鷲宮神社

粟原城跡
参道と町場参道と町場

↑↑

河関の所在地？

河道跡

河関の所在地？

▍【写真９】足利成氏願文
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社
　 蔵・久喜市立郷土資料館
　 寄託）

▍【写真10】足利晴氏安堵状
　（大内家文書・個人蔵・埼
　 玉県立歴史と民俗の博物
　 館寄託）

▍【写真11】鷲宮神社と河関
　（航空写真昭和41年撮影・
　 埼玉県立文書館蔵〔地図
　 センターA-8-23〕）
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